
  





	本文へ
	ふりがなをつける
  	ひらがな
	Romaji


  
	よみあげる
	背景色
  	標準
	黄
	青
	黒


  
	文字サイズ
  	拡大
	標準
	縮小


  
	ズーム
  	120%
	100%
	80%


  
	Foreign Language












[image: 八幡浜市]




	サイト内検索
	アクセシビリティツール
	グローバルナビ












[image: ]
組織









	暮らしの情報
    	安心・安全
	届出・証明・戸籍
	保険・年金
	税金
	福祉
	健康・医療
	住宅・インフラ
	環境・衛生


  
	子育て・教育
    	子育て
	教育・文化
	健康・医療
	福祉


  
	観光情報
    	観光・自然
	祭り・イベント
	グルメ
	特産品・お土産
	歴史・文化
	宿泊施設
	交通アクセス
	市営駐車場
	観光情報誌


  
	地方創生・移住
    	地方創生・地域活性化
	都市計画・整備


  
	事業者の方へ
    	入札・公募
	産業・しごと
	都市計画・整備
	税金
	環境・衛生


  
	市政情報
    	行政
	広報活動
	情報公開


  









  
    
      	トップ
	カテゴリ
	トピック
	新着情報

	トップ
	カテゴリ
	分野
	情報公開
	パブリックコメント

	トップ
	組織
	総務企画部
	政策推進課



    

  











  
    
      八幡浜市過疎地域持続的発展計画（令和3年度～令和7年度）（案）に係るパブリックコメントの実施について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1264

  

  
    公開日 2021年07月30日

  



      
      
  	案件名	八幡浜市過疎地域持続的発展計画（令和3年度～令和7年度）（案）
	募集期間	令和3年7月30日（金）～令和3年8月13日（金）
	募集の趣旨	本計画は、令和3年4月1日に施行された過疎地域持続的発展特別措置法（以下「過疎法」という。）第8条の規定に基づき作成する過疎地域持続的発展市町村計画です。過疎地域に指定されている八幡浜市の振興を図るために、「八幡浜市過疎地域持続的発展促進計画（令和3年度～令和7年度）」（案）を取りまとめました。本計画をより良いものとするため、広く市民の皆様のご意見をお聞かせください。
	意見等の提出期間が30日未満の理由	過疎地域持続発展市町村計画は、過疎法第8条第7項による県との協議を行った上で、同条第1項の規定により議会での議決を経て定める必要があります。ついては、県との協議及び令和3年9月議会に諮る日程を考慮して、意見公募期間を短縮するものです。
	案件の内容	八幡浜市過疎地域持続的発展計画（令和3年度～令和7年度）（案）
	提出方法	住所・氏名を明記の上、次のいずれかの方法にてご提出下さい。
電子メール、ファクシミリ、郵便、実施機関が指定する場所への直接持参
意見提出様式Word・PDF
E-mail:seisaku@city.yawatahama.ehime.jp

	実施機関が指定する場所	八幡浜市総務企画部政策推進課（八幡浜庁舎3階）
八幡浜市市民福祉部保内庁舎管理課（保内庁舎1階）
	応募先
問合わせ	〒796-8501
愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
八幡浜市総務企画部政策推進課　地方創生推進室　総合政策係
TEL:0894-22-3111（内線1339）
FAX:0894-21-0409
E-mail：seisaku@city.yawatahama.ehime.jp





    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　政策推進課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5987
FAX：0894-21-0409
E-Mail：seisaku@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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  ツイート
  





















    

  





前のページへ戻る



  
      このページについてお聞かせください


    
         


  


    

  









  
      類似記事


    
      


    

  












  
    
      	個人情報の取り扱いについて
	リンクについて
	著作権について
	免責事項
	RSSについて



    

  









	八幡浜市役所
	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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